
東郷町指定ごみ袋広告掲載要領
　（趣旨）
第１条　この要領は、本町が発行する指定ごみ袋に掲載する広告の取扱いについて、東郷町広告掲載要綱（以下「要綱」という。）及び東郷町広告掲載基準（以下「基準」）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
　（広告媒体）

第２条　広告媒体は、東郷町指定ごみ袋の燃えるごみ袋大・小とする。

２　広告媒体の規格等の予定は、それぞれ次のとおりとする。

　⑴　燃えるごみ袋　大
　　・規　　格　　縦８００㎜×横５００㎜
　　・印刷枚数　　２，２２０，０００枚

　⑵　燃えるごみ袋　小
　　・規　　格　　縦６００㎜×横４００㎜
　　・印刷枚数　　３８０，０００枚

３　広告媒体の配布期間は概ね令和７年９月下旬から広告媒体の販売が終了するまでとする。
　（広告の規格）
第３条　広告の規格は、それぞれ次のとおりとする。
　⑴　燃えるごみ袋　大
　　・枠　　数　　６枠
　　・掲載位置　　指定ごみ袋上部（２枠×３段）
　　・枠寸法　　縦１００㎜×横２００㎜、１色刷り

　⑵　燃えるごみ袋　小
　　・枠　　数　　４枠
　　・掲載位置　　指定ごみ袋上部（２枠×２段）
　　・枠寸法　　縦８０㎜×横１６０㎜、１色刷り

２　枠は、併合することができる。

　（広告掲載料）

第４条　１枠当たりの広告掲載料は、それそれ次のとおりとする。
　⑴　燃えるごみ袋　大　１枠　８０，０００円（消費税込み）
　⑵　燃えるごみ袋　小　１枠　５０，０００円（消費税込み）
　（広告掲載手続き）
第５条　広告を掲載しようとする者は、広告内容等承認申請書（様式第１）に広告原稿及び必要書類添付して、町長に提出するものとする。

２　町長は、前項の申請書の提出があったときは、要綱第６条第１項の東郷町広告掲載審査委員会の審査に付し、広告掲載の可否を決定するものとする。

３　町長は、前項の決定の内容を広告掲載結果通知書（様式第２）により通知する。
４　広告主は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく町の発行する納付書により広告掲載料を納付するものとする。

　（その他）

第６条　この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

　　　附　則
１　この要領は、令和７年１１月１０日から施行する。

２　この要領は、第２条第３項の規定による広告媒体の販売が終了した時点で、その効力を失う。
